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第１章第１章第１章第１章    大船渡湾域の現況と課題大船渡湾域の現況と課題大船渡湾域の現況と課題大船渡湾域の現況と課題 

 

第１節 大船渡湾域の自然と社会の特性 

１ 自然の特性 

(1) 概況 

○ 大船渡市は、岩手県の南東部に位置し、周囲は釜石市、住田町及び陸前高田市に接し、さらに

大船渡湾及び太平洋に面しており、面積は323.30k ㎡を有しています。 

○ 大船渡湾を囲む平地と、その背後には北上山系に連なる五葉山、高森山等の丘陵地、山岳地に

よって形成され、その間を北部では盛川、及びその支流である鷹生川と立根川が流れ、湾の西側

の市街地を横断する形で須崎川、湾の東側に後ノ入川、そして湾の南部には船河原川が流れ、そ

れぞれ大船渡湾に流入しています。 

○ 大船渡湾は、湾口幅850.4m（防波堤開口部は、水深16m、幅員 201.0m）、北に5.2㎞の奥行き

を持ち、幅は約２㎞で湾内の水深は最深部38m、平均水深20m程度の平穏な湾です。 

○ 大船渡湾の最大の特徴は、湾の大きさに比べて外海と接している開口部が著しく小さく、閉鎖

性が極めて強い「閉鎖性海域」であるという点にあります。 

 

表 １－１ 大船渡湾域の概要 

流域面積 湾面積 湾長 湾口幅 防波堤開口部 最大水深 

179.19k㎡ 7.89ｋ㎡ 5.2㎞ 850.4ｍ 

水深  16m 

幅員 201.0m 

38m 

 

       （資料 ： 岩手県）    

 

表 １－２ 岩手県における閉鎖性の強い海域 

海 域 名 閉鎖度指標（1.0以上） 

大船渡湾 

越喜来湾 

山 田 湾 

広 田 湾 

大 槌 湾 

釜 石 湾 

船 越 湾 

宮 古 湾 

14.04 

 1.97 

 1.53 

 1.34 

 1.10 

 1.05 

 1.03 

 1.03 

 

                               （資料 ： 環境省） 
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(2) 気象 

○ 大船渡市における年平均気温は11.3℃（盛岡市の年平均気温は10.2℃）となっています 

  （1981 年～2010年の平均）。 

○ 大船渡市の年間降水量は1,542㎜（盛岡市の年間平均降水量は1,266㎜）となっています 

  （1981 年～2010年の平均）。 

○ 大船渡市の日照時間は145.3時間 / 月（盛岡市の日照時間は140.3時間 / 月）となっていま

す。 

○ 大船渡市の月別平均気温及び月別平均降水量は下表（1981年～2010年の平均）のとおりです。 

 

 

表１－３ 月別平均気温及び月別平均降水量 

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

平均気温（℃） 

平均降水量（㎜） 

0.8 

49.9 

1.1 

45.5 

3.8 

98.0 

9.2 

142.8 

13.7 

145.2 

17.4 

172.9 

月 ７ ８ ９ 10 11 12 

平均気温（℃） 

平均降水量（㎜） 

21.0 

204.2 

23.0 

196.5 

19.5 

201.8 

14.0 

140.7 

8.3 

94.1 

3.6 

50.4 

      （資料 ： 気象庁ホームページ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大船渡湾に流入する水量試算大船渡湾に流入する水量試算大船渡湾に流入する水量試算大船渡湾に流入する水量試算 

 

  大船渡湾の水量は【湾面積】(7.89×1,000×1,000 ㎡)×【平均水深】20m 

＝157,800,000㎥ 

  つまり、約1.6億㎥ 

  一方、大船渡湾流域（179.19k㎡）に、年間平均降水量（1,542㎜）が偏りなく 

 降ったとすると、この流域に降る年間降水量は  

     179.19×1,000×1,000 ㎡×1.542m＝276,310,980㎥ 

  つまり、約2.8億㎥。 

この水から空中に蒸発する水分（約30％）等を除き、最終的には大船渡湾に流入す

る（約1.9億㎥）ことになります。 

  したがって、大船渡湾の総水量に相当する水が、湾内に毎年流入していることにな

ります。 
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２ 社会の特性 

  (1) 人口 

○ 大船渡市の人口は、旧三陸町と合併した平成 13（2001）年には 44,999 人であったが、徐々に

減少してきています。 

○ 高齢化率は、平成24年岩手県人口移動報告年報によると、県平均27.9％よりやや高い31.4％

ですが、県内13市では中位にあります。 

○ 大船渡市の平均寿命（平成 22 年簡易生命表、平成 17 年市町村別生命表）は県平均（男 78.53

歳、女 85.86歳）とほぼ同等（男78.0.歳、女 86.1歳）となっています。 

○ 平成 25年３月末現在の住民基本台帳による大船渡市の人口等は以下のとおりです。 

 

表１－４ 大船渡市の人口と世帯数 

人 口 39,117人（男 18,728人、女 20,389人） 

世帯数 14,616世帯 

 

           （資料 ： 大船渡市市民生活環境課） 

 

 

  (2) 土地利用 

○ 大船渡市は約70％が山林で占められ、平坦地が少ないことから、丘陵地等の利用が図られてい

ます。 

○ 平成 24年１月１日現在の大船渡市の地目別地積及び割合は以下のとおりです。 

 

表１－５ 大船渡市の地目別地積 

総地積 323,000,000㎡ 

田 3,526,424㎡ （ 1.1％） 

畑 7,393,969㎡ （ 2.3％） 

宅 地 10,683,933 ㎡ （ 3.3％） 

鉱泉地 13㎡ （ 0.0％） 

池 沼 131,727㎡ （ 0.0％） 

山 林 223,154,791㎡ （69.0％） 

牧 場 1,832,848㎡ （ 0.6％） 

原 野 2,430,524㎡ （ 0.8％） 

雑種地 6,740,422㎡ （ 2.1％） 

その他 67,105,349 ㎡ （20.8％） 

 

            （資料 ： 大船渡市税務課「平成24年度 固定資産の価格等の概要調書」） 
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(3) 産業 

○ 大船渡市は典型的な中山間地域で、農業生産条件が不利なことから、農業の担い手・後継者の

減少、農業従事者の高齢化、耕作放棄地の増加、ニホンジカなどの有害鳥獣による農作物被害の

拡大に加え、東日本大震災により、沿岸部を中心に農地や農業用施設等が壊滅的な被害を受けた

ところであり、農業を取り巻く環境は厳しい状況にあります。 

○ 大船渡市は自然条件が森林の育成に適していることから、県内でも人工林率の高い地域となっ

ていますが、林家一戸当たりの林地面積が小さいため、ほとんど農・漁業との兼業で行われてい

ます。 

○ 大船渡市の漁業は、沿岸域でのカキ、ホタテ、ホヤ、ワカメ等の養殖や、アワビ、ウニ等の採

介藻、定置網、イカ釣り、沖合でのサンマ棒受け網等の多様な漁業が営まれています。 

近年は、魚価の低迷、燃油価格の高騰、漁業就業者の減少及び高齢化など、多くの課題に直面

しています。東日本大震災では、漁船、漁具、施設等のほぼ全てが被災しましたが、復旧が進め

られています。 

○ 水産加工業においては、秋サケ、サンマ、サバなど一次加工が主体であり、付加価値の高い高

次加工品が少ない状況にあります。 

○ 大船渡市の製造業は、食料品、木材・木製品、窯業・土石製品の３業種が全製造品出荷額の９

割を占めています。なお、製造業における製造品出荷額、事業所及び従業員数は減少傾向にあり

ます。 

○ 重要港湾貨物取扱量（平成22年）は大船渡湾が県全体の48.1％を占めています。 

○ 平成22年10月１日現在の国勢調査による大船渡市の男女別15歳以上の就業者数は以下のとお

りです。 

 

表１－６ 就業者数（人） 

 男 女 計 

総  数 10,242 8,421 18,663 (100.0％) 

 農業 

 林業 

 漁業 

 鉱業、採石業、砂利採取業 

 建設業 

 製造業 

 電気・ガス・熱供給・水道業 

 情報通信業 

 運輸業、郵便業 

 卸売業、小売業 

 金融業、保険業 

 不動産業、物品賃貸業 

 学術研究、専門・技術サービス業 

 宿泊業、飲食サービス業 

 生活関連サービス業、娯楽業 

 教育、学習支援業 

 医療、福祉 

 複合サービス事業 

 サービス業 

 公務（他に分類されないもの） 

335 

89 

923 

62 

1,643 

1,667 

60 

60 

737 

1,435 

107 

80 

205 

278 

259 

429 

479 

259 

601 

527 

235 

9 

391 

5 

211 

1,861 

10 

23 

121 

1,554 

178 

56 

70 

609 

469 

461 

1,586 

95 

268 

198 

570 

98 

1,314 

67 

1,854 

3,528 

70 

83 

858 

2,989 

285 

136 

275 

887 

728 

890 

2,065 

354 

869 

725 

(3.1％) 

(0.5％) 

(7.0％) 

(0.4％) 

(9.9％) 

(18.9％) 

(0.4％) 

(0.4％) 

(4.6％) 

(16.0％) 

(1.5％) 

(0.7％) 

(1.5％) 

(4.8％) 

(3.9％) 

(4.8％) 

(11.1％) 

(1.9％) 

(4.7％) 

(3.9％) 

     （資料 ： 総務省統計局「国勢調査報告」） 
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第２節 大船渡湾域の水環境の現状と課題 

 １ 大船渡湾の水質の現状と課題 

(1) 環境基準の達成状況 

【現 状】 

①環境基準及び環境基準点 

○ 岩手県では、水質汚濁法（昭和45年法律第138号）第16条の規定に基づく公共用水域水質

測定計画により、大船渡湾（甲）の水域においてはＳ－31（湾奥）及びＳ－32（湾央）の２地

点、大船渡湾（乙）の水域においてはＳ－33の合計３地点（大船渡湾の主要河川及び環境基準

点等のとおり）を環境基準点として設定し、表層及び水深２m 層について、甲、乙いずれも毎

月１回水質測定を行っています。 

○ 大船渡湾の環境基準は、湾口防波堤を境界にして内側を大船渡湾（甲）、外側を大船渡湾（乙）

と区分し、表１－８により各々環境基準が設定されています。 

○ 大船渡湾（甲）の環境基準は、全窒素、全燐以外の項目について海域Ａ類型が設定（昭和47

年 4月）され、全窒素・全燐に関しては海域Ⅱ類型が設定（平成8年 4月、基準点Ｓ－32）さ

れています。 

○ 大船渡湾（乙）の環境基準は、全窒素・全燐以外の項目については海域Ａ類型が設定（昭和

47年 4月）されていますが、全窒素・全燐に関しては環境基準は設定されていません。 

 

②化学的酸素要求量（COD）の環境基準達成状況 

○ 平成 16 年度～平成 23 年度の各測定地点における化学的酸素要求量（COD）の 75％値及び環

境基準の達成状況は表１－７のとおりで、S－31 及び S－32 の地点については、ここ数年環境

基準を達成できない年度が多い状況にあります。 

 

 

表１－７ 大船渡湾の環境基準達成状況（COD) 

年   度 16 17 18 19 20 21 22 23(注) 

S－31 

75％値(mg/l) 

達成状況 

3.0 

× 

3.4 

× 

3.1 

× 

3.1 

× 

2.8 

× 

2.4 

× 

2.5 

× 

1.4 

○ 

S－32 

75％値(mg/l) 

達成状況 

2.5 

× 

2.9 

× 

2.7 

× 

2.7 

× 

2.2 

× 

2.4 

× 

2.3 

× 

1.0 

○ 

S－33 

75％値(mg/l) 

達成状況 

1.7 

○ 

2.1 

× 

2.1 

× 

1.7 

○ 

1.7 

○ 

1.6 

○ 

1.5 

○ 

1.4 

○ 

(注)平成 23年度は東日本大震災の影響により測定回数減 

（資料：沿岸広域振興局保健福祉環境部 大船渡保健福祉環境センター） 
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環環環環    境境境境    基基基基    準準準準 

大気の汚染、水質の汚染、土壌の汚染及び騒音に関する環境上の条件について、 

それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望 

ましい基準とされています。 

 この基準は、大気、水質、土壌、騒音等について、最終的にどの程度に維持す 

るのが望ましいかという行政目標を定めるものであり、公害防止策の根拠となる 

ものです。 

 環境基準は政府が定めますが、水質汚濁に係るものの類型をあてはめる水域の 

指定は、複数都道府県にまたがる水域を除き、都道府県知事が定めることになっ 

ています。 

 水域類型の指定にあたっては、都道府県環境審議会、その他の関係者に意見を 

聞かれなければならないものとされています。 

 大船渡湾に設定されているＡ類型及び窒素・燐に係るⅡ類型の基準は、表１－８ 

に示すとおりです。 

 県内の海域は、指定を受けた水域はすべてＡ類型となっています。また、窒素・ 

燐についても、指定を受けた水域はすべてⅡ類型となっています。 

 

化学的酸素要求量（化学的酸素要求量（化学的酸素要求量（化学的酸素要求量（CODCODCODCOD））））とは、水の汚濁を示す指標で、水中の汚濁物質を酸化 

剤で化学的に酸化するときに、消費される酸素量をもって表します。 

 この 75％値とは、環境基準点における年間を通じた日間平均値の全データを、 

小さい方から並べて75％に相当する数値のことを言います。これが環境基準値を 

満足している場合に、環境基準に適合していると判断します。 

 生物化学的酸素要求量（生物化学的酸素要求量（生物化学的酸素要求量（生物化学的酸素要求量（BODBODBODBOD））））とは、水の汚濁を示す指標で、20℃５日間で微

生物が水中の汚染物質（有機物）を分解するときに、必要とする酸素量をもって

表します。 

 この 75％値とは、環境基準点における年間を通じた日間平均値の全データを、

小さい方から並べて75％に相当する数値のことを言います。これが環境基準値を

満足している場合に、環境基準に適合していると判断します。 
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凡凡凡凡 例例例例

流 域 界

環 境 基 準 点

(一部市境重視)

河 川

河 川 名

基準点以外の調査地点

湾域のうち、対象から

除外した流域

盛 川

盛 川

鷹生川

鷹生ダム

坂本沢川

小通川

盛 川

大野川

中井川

後ノ入川

新田都市下水路

須崎川

笹崎川

立根川

大立川

砂子前川

清水川

船河原川 大船渡湾

小細浦川

一中前橋

権現堂橋

S-31

下八坂橋

佐野橋

明土橋

川口橋

S-33

S-32

 

 

大船渡湾域の主要河川及び環境基準点等 
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表１－８ 海域の環境基準 

（ア） 全窒素、全燐以外の項目 

水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mｌ以下とする。

検　　　　　出

されないこと。

検　　　　　出

されないこと。

－

水 産 １ 級

2mg/ｌ以下

水 産 ２ 級

工 業 用 水

環　境　保　全

7.5mg/ｌ

以　　上

7.8以上

8.3以下

備　考

溶存酸素量

水 浴

自然環境保全

（DO）

7.0以上

8.3以下

8mg/ｌ以下 2mg/ｌ以上

1，000MPN/

100mｌ以下

－

－C

大 腸 菌 群 数

3mg/ｌ以下 5mg/ｌ以上

項

目

類

型

A

B

7.8以上

8.3以下

要 求 量

利用目的の適応性

基　　　　準　　　　値

水素イオン

濃 度

（ｐH）

化学的酸素

（COD）

n－ヘキサン

抽 出 物 質

（油分等）

 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２ 水 産 １ 級 ：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

        ２ 級 ：ボラ、ノリ等の水産生物用 

   ３ 環 境 保 全 ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない程度 

   ４ n‐ヘキサン抽出物質（油分等）の定量限界は0.5mg/l 

 

   （イ） 全窒素、全燐 

備　考

基準値は、年間平均値とする。

類

型

水 産 １ 種

水 浴

水 産 ２ 種

0.3mg/ｌ以下 0.03mg/ｌ以下

0.6mg/ｌ以下

利　用　目　的　の　適　応　性

項

目

1mg/ｌ以下 0.09mg/ｌ以下

基　　準　　値

自然環境保全

水 産 ３ 種

生 物 生 息 環 境 保 全

工 業 用 水

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

0.05mg/ｌ以下

全　窒　素 全　　燐

0.2mg/ｌ以下 0.02mg/ｌ以下

                      

（注） 

 １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

 ２ 水 産 １ 種 ：底生魚貝類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

      ２ 種 ：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

      ３ 種 ：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

 ３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる程度 
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③溶存酸素量（DO）、大腸菌群数、全窒素（T－N）、全燐（T－P）の環境基準達成状況 

○ 各測定地点における平成16年度～平成23年度の水素イオン濃度（pH）の環境基準達成率、

溶存酸素量（DO）、大腸菌群数、全窒素（T－N）及び全燐（T－P）の年間平均値は下表のとお

りです。 

○ 溶存酸素量、及び n－ヘキサン抽出物質については、各測定地点とも毎年度環境基準を達成

しています。 

○ 大腸菌群数については、S－31の地点では8年間で5年間、S－32地点では8年間で5年間、

環境基準を超過しました。 

○ 全窒素及び全燐については、基準点（S－32）において平成 22年度に環境基準を超過しまし

た。 

 

表１－９ 大船渡湾のpHの環境基準達成率及び 

溶存酸素量、大腸菌群数、全窒素、全燐の年間平均値 

S－３１ 16 17 18 19 20 21 22 23 

pH (%) 

溶存酸素量 

大腸菌群数 

全窒素 

全燐 

100 

9.0 

1500 

0.35 

0.033 

92 

9.1 

7900 

0.27 

0.034 

63 

9.4 

4000 

0.33 

0.028 

50 

9.1 

200 

0.26 

0.031 

63 

8.9 

41 

0.23 

0.029 

8 

9.2 

380 

0.28 

0.028 

50 

9.4 

13000 

0.41 

0.045 

88 

10.1 

5300 

0.24 

0.018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S－３３ 16 17 18 19 20 21 22 23 

pH（%） 

溶存酸素量 

大腸菌群数 

全窒素 

全燐 

96 

8.9 

18 

0.23 

0.020 

96 

8.9 

42 

0.17 

0.018 

63 

8.9 

280 

0.24 

0.018 

50 

8.8 

92 

0.15 

0.019 

63 

8.8 

150 

0.17 

0.019 

4 

8.8 

40 

0.19 

0.016 

58 

9.0 

720 

0.23 

0.020 

50 

10.3 

57 

0.21 

0.019 

（単位：溶存酸素量、全窒素、全燐はmg/l、大腸菌群数はMPN/100ml、下線部は環境基準超過） 

     

（資料：沿岸広域振興局保健福祉環境部 大船渡保健福祉環境センター） 

 

 

 

 

 

S－３２ 16 17 18 19 20 21 22 23 

pH（%） 

溶存酸素量 

大腸菌群数 

全窒素 

全燐 

71 

9.1 

810 

0.27 

0.025 

75 

9.2 

1400 

0.22 

0.026 

71 

9.4 

1100 

0.25 

0.024 

50 

9.0 

1500 

0.24 

0.026 

54 

9.0 

82 

0.23 

0.025 

8 

9.2 

1400 

0.27 

0.027 

67 

9.2 

7700 

0.35 

0.031 

50 

10.2 

180 

0.18 

0.017 
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④大船渡市の水質測定 

○ 大船渡市では、県の水質測定とは別に、大船渡湾において環境関連調査を実施しています。 

○ 平成 24年度の水質調査は、大船渡湾内外10地点で計器測定、湾内３地点の上下２層（海面

下0.5ｍ、20ｍ）で採水等を行っています。 

○ 東日本大震災前と比較すると、透明度は高くなっており、また、震災後の海洋構造の変化を

反映して、湾内の塩分も高くなっていました。化学的酸素要求量（COD）は、わずかに低下傾向

が見られました。 

○ 鉛やヒ素、水銀など24項目の有害物質調査を湾内５地点で実施したところ、いずれも定量限

界値未満でした。 

○ 有害物質調査と同じ地点で油分の調査を実施したところ、ある程度の油汚染が見られる東京

湾や仙台湾などと同程度でした。 

○ 平成 24年度の水質測定結果は、表１－10、１－11のとおりです。 

 

【課 題】 

○ 東日本大震災前は、化学的酸素要求量（COD）が、S－31及び S－32の環境基準点で基準超過

が見られましたが、震災後は、基準を達成できています。しかし、住宅や事業場が少しずつ復

旧してきており、水質の変化を注意深く見守る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年度水質調査地点位置 
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表１－10 平成24年度水質調査結果の概要（月平均値） 

項目 測定層 7月 8月 9月 

透明度(m) - 8.0 8.0 8.9 

水温 

（℃） 

上層 19.2 23.0 24.7 

下層 12.7 15.4 17.5 

塩分 

（-） 

上層 30.42 30.32 32.54 

下層 33.64 33.85 34.02 

ＤＯ 

（mg/l） 

上層 9.1 8.3 8.1 

下層 8.6 8.3 7.6 

ＤＯ飽和度 

（％） 

上層 118 116 117 

下層 100 103 98 

ＣＯＤ 

（mg/l） 

上層 1.5 1.7 2.3 

下層 0.9 1.2 1.6 

Ｄ･ＣＯＤ 

（mg/l） 

上層 0.9 1.0 1.9 

下層 0.7 1.1 1.4 

ＮＨ
4
-N 

（mg/l） 

上層 0.03 0.03 0.04 

下層 0.04 0.02 0.04 

ＮＯ
２
-Ｎ 

（mg/l） 

上層 0.002 0.002 0.001 

下層 0.002 0.003 0.007 

ＮＯ
３
-Ｎ 

（mg/l） 

上層 0.06 0.04 0.07 

下層 0.03 <0.01 0.02 

Ｔ-Ｎ 

（mg/l） 

上層 0.19 0.13 0.24 

下層 0.16 0.08 0.18 

Ｔ-Ｐ 

（mg/l） 

上層 0.016 0.017 0.016 

下層 0.018 0.018 0.021 

ＰＯ
４
-Ｐ 

（mg/l） 

上層 0.004 0.004 0.005 

下層 0.005 0.009 0.014 

クロロフィルa 

（μg/l） 

上層 3.1 5.2 3.0 

下層 0.6 0.8 0.5 

（資料：平成24年度環境関連調査業務報告書） 

 

 

 

表１－11    水質調査結果（油分） 

 

（資料：平成24年度環境関連調査業務報告書） 

 

 

 

 

 

n-ヘキサン抽出物質 単位 St-1 St-3 St-5’ St-A St-B 

重量法 mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

蛍光法 μg/l 0.40 0.30 0.74 0.36 0.32 
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(2) 排出負荷量の状況 

【現 状】 

○ 大船渡湾への排出負荷量には、生活系、事業場系、面源系の３種類があります。 

 

表１－12 排出負荷量の種類と含まれる項目 

 

種  類 含 ま れ る 項 目 

 

生 活 系 

 

下水道、し尿処理場、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽 

家庭からの未処理雑排水 

 

 

事業場系 

 

食料品製造業排水、その他の製造業排水、クリーニング店排水 

ガソリンスタンド排水、医療機関排水、その他の非製造業排水 

観光客雑排水、魚市場、畜産 

 

 

面 源 系 

 

田、畑、牧草地、山林、市街地、養殖海産物の排せつ物等、 

漁船、野積場、湾内の底泥等の堆積物 

 

 

表１－13 大船渡湾流域からの排出負荷量 

 

 

化学的酸素要求量 全窒素 全燐 

   

生 活 系 

 

事業場系 

 

面 源 系 

 

 658kg/日（30.0％） 

 

 539kg/日（24.5％） 

 

1001kg/日（45.5％） 

 

 

189kg/日（24.1％） 

 

201kg/日（25.7％） 

 

393kg/日（50.2％） 

 

 

13.9kg/日（24.6％） 

 

28.1kg/日（49.6％） 

 

14.6kg/日（25.7％） 

 

計 

 

2198kg/日（100％） 

 

 

783kg/日（100％） 

 

56.6kg/日（100％） 

 

       （資料：H10．３ 岩手県発行の大船渡湾高度処理基本計画策定業務中間報告書） 

 

【課 題】 

○ 大船渡湾への排出負荷量の削減のため、生活系、事業場系及び面源系の各々について、負荷

量の削減対策を推進する必要があります。 
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２ 流入河川・水路の水質の現状と課題 

【現 状】 

(1) 大船渡湾への流入河川・水路 

○ 大船渡湾へ流入する二級河川（一級河川はない）としては、盛川及び盛川支流の鷹生川、立根

川、中井川、そして単独流入河川として須崎川、後ノ入川、船河原川の７河川があります。この

他の主な河川としては、盛川支流の坂本沢川、大野川、小通川、そして単独流入河川である大立

川、清水川、笹崎川、砂子前川、小細浦川などがあります。 

○ 大船渡市の市街地には人工の水路が設けられており、主なものとして、新田都市下水路、茶屋

前水路、野々田水路、盛東部都市下水路の４水路があります。 

 

(2) 環境基準の達成状況 

○ 岩手県では、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第 16条の規定に基づく公共用水域水

質測定計画により主要河川の水質調査を行っていますが、大船渡湾への流入河川で水質測定対象

としている調査地点は、盛川上流の権現堂橋及び一中前橋（立根川）、盛川下流の佐野橋及び川

口橋、須崎川の明土橋、後ノ入川の下八坂橋の計６地点、いずれも年６回水質調査を行っていま

す。 

○ これらの測定点のうち、環境基準が設定されている盛川水系の権現堂橋、一中前橋、佐野橋、

川口橋の４地点（すべて基準点）の平成16年度～23年度における生物化学的酸素要求量（BOD）

の 75％値、及び環境基準の達成状況は下記のとおりであり、全ての地点において環境基準を達成

しています。 

 

 

表１－14 盛川水系の環境基準達成状況（BOD） 

年  度 16 17 18 19 20 21 22 23 

権現堂橋 

75％値 

達成状況 

0.5 

○ 

<0.5 

○ 

<0.5 

○ 

1.4 

○ 

0.6 

○ 

1.0 

○ 

0.8 

○ 

0.9 

○ 

一中前橋 

75％値 

達成状況 

0.9 

○ 

0.8 

○ 

0.8 

○ 

1.1 

○ 

0.9 

○ 

1.4 

○ 

1.1 

○ 

0.5 

○ 

佐 野 橋 

75％値 

達成状況 

1.3 

○ 

1.2 

○ 

1.2 

○ 

0.8 

○ 

0.7 

○ 

1.7 

○ 

1.2 

○ 

1.9 

○ 

川 口 橋 

75％値 

達成状況 

1.3 

○ 

0.8 

○ 

0.6 

○ 

1.0 

○ 

0.8 

○ 

1.8 

○ 

0.9 

○ 

0.9 

○ 

  （単位：mg/l）       

 

（資料：沿岸広域振興局保健福祉環境部 大船渡保健福祉環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大船渡湾へ流入する河川の環境基準大船渡湾へ流入する河川の環境基準大船渡湾へ流入する河川の環境基準大船渡湾へ流入する河川の環境基準 

 盛川上流（立根川）及び盛川下流についてＡ類型が設定されています。 

 なお、須崎川及び後ノ入川については環境基準は設定されていません。 

 また、河川には全窒素・全燐に関する環境基準はありません。 

河川におけるＡ類型環境基準河川におけるＡ類型環境基準河川におけるＡ類型環境基準河川におけるＡ類型環境基準 

 水素イオン濃度（pH）は 6.5～8.5、生物化学的酸素要求量（BOD）は2mg/l 以下、

浮遊物質量（SS）は 25mg/l 以下、溶存酸素量（DO）は 7.5mg/l 以上、大腸菌群数

は1,000MPN/100ml 以下、となっています。 
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(3) 大船渡湾への負荷量 

○ 大船渡市では、平成24年度に大船渡湾へ流入する４河川等の水質濃度及び流量測定を行い、負

荷量の調査を行いました。その結果は次のとおりです。 

○ これらは環境基準に関わる項目ではありませんが、傾向を見ると、化学的酸素要求量（COD）は

新田都市下水路が最も高く、他の地点に比べて２～７倍となっていました。全窒素（Ｔ-Ｎ）、全

燐（Ｔ-Ｐ）についても、新田都市下水路が最も高くなっていました。 

○ 流量を見ると盛川が最も多く、他の河川に比べて10倍前後となっていました。 

 

 

表１－15 各河川の項目別濃度及び負荷量 

項目 単位 調査期日 

盛        川 

権現堂橋 

新田都市下水路 

中 港 橋 

須    崎    川 

さくら橋 

後ノ入川 

下八坂橋 

水温 ℃ 7月 10日 21.1 21.1 20.2 15.4 

8 月 6日 24.7 25.1 24.9 18.5 

9 月 5日 22.9 24.7 18.5 18.7 

電気伝導度 mS/m 7 月 10日 12.85 1139.00 10.61 40.00 

8 月 6日 14.99 2270.00 26.40 398.00 

9 月 5日 15.85 1767.00 56.60 1001.00 

流量 m

３

/日 7 月 10日 138,554  12,691 21,101 

8 月 6日 96,871  5,218 8,866 

9 月 5日 74,254  730 5,647 

ＣＯＤ （mg/l） 7 月 10日 1.5 3.8 1.4 0.6 

8 月 6日 1.8 4.3 1.4 0.6 

9 月 5日 1.9 4.2 1.2 0.8 

ＮＨ
４

-Ｎ （mg/l） 7 月 10日 0.02 0.43 0.02 0.02 

8 月 6日 0.03 0.35 0.02 0.03 

9 月 5日 0.04 0.34 0.04 0.03 

ＮＯ
２

-Ｎ （mg/l） 7 月 10日 0.002 0.039 <0.001 <0.001 

8 月 6日 0.002 0.025 0.002 0.001 

9 月 5日 0.002 0.023 0.001 0.003 

ＮＯ
３

-Ｎ （mg/l） 7 月 10日 0.32 0.94 0.13 0.75 

8 月 6日 0.26 0.50 0.17 0.73 

9 月 5日 0.36 0.62 0.56 1.20 

Ｔ-Ｎ （mg/l） 7 月 10日 0.42 2.10 0.21 1.20 

8 月 6日 0.64 2.40 0.55 1.60 

9 月 5日 0.50 1.50 0.65 1.30 

Ｔ-Ｐ （mg/l） 7 月 10日 0.018 0.150 0.016 0.039 

8 月 6日 0.019 0.200 0.027 0.039 

9 月 5日 0.019 0.390 0.052 0.030 

ＰＯ
４

-Ｐ （mg/l） 7 月 10日 0.013 0.120 0.016 0.034 

8 月 6日 0.011 0.091 0.016 0.018 

9 月 5日 0.016 0.260 0.043 0.026 

塩分 （‐） 7月 10日 0.02 6.52 0.02 0.19 

8 月 6日 0.02 15.30 0.07 1.80 

9 月 5日 0.02 12.60 0.20 5.79 

（資料：平成24年度環境関連調査業務報告書） 

 

【課 題】 

○ 環境基準が設定されている盛川水系においては、各環境基準点で生物化学的酸素要求量（BOD）

について、引き続き環境基準を達成・維持できるよう努力する必要があります。 

○ 環境基準が設定されていない河川や水路については、水質の維持向上に努め、大船渡湾への流

入負荷量の削減に努力する必要があります。 
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３ 生活系排水の現状と課題 

(1) 公共下水道 

【現 状】 

○ 平成６年10月１日に供用を開始した大船渡市の公共下水道の処理対象人口は、平成24年度末

で9,629人となっています（水洗化人口は6,637人）。 

○ 各年度末の公共下水道による水洗化人口は以下のとおりです。 

 

 

表１－16 公共下水道による水洗化人口 

年  度 20 21 22(注) 23 24 

公共下水道によ 

る水洗化人口 

6,542 人 7,132 人  6,302 人 6,637 人 

 (注)平成 22年度は東日本大震災の影響により調査不能 

（資料：大船渡市下水道事業所） 

 

 

○ 公共下水道の全体計画人口は、目標年度としている平成37年度において26,400人となってい

ます。 

○ 終末処理場（大船渡浄化センター）から公共用水域への負荷量（新田都市下水路への放流）は

化学的酸素要求量（COD）が 29.63kg/日、全窒素が13.04kg/日、全燐が0.593kg/日となっていま

す。（平成24年度の排水検査結果に排水量をかけて算出） 

 

 

 

【課 題】 

○ 公共下水道の処理対象区域の拡大を速やかに進める必要があります。 

○ 処理区域内においては、下水道への接続を速やかに行う必要があります。 

○ 終末処理場からの放流水について、その水質を継続して監視するとともに、施設・設備の適正

な保守・管理が必要です。 
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(2) し尿処理 

【現 状】 

○ 気仙地区３市町の非水洗化人口に係るし尿については、一部の自家処理分を除き、し尿処理場

（気仙広域連合衛生センター）において処理しています。 

○ 各年度のし尿処理の状況は下表のとおりです（収集量は年間）。 

 

 

表１－17 大船渡市のし尿処理の状況 

 

年  度 19 20 21  22※2 23 

非 水 洗 

 

化 人 口 

計画収集人口 

（衛生センター

処理分） 

23,807人 22,811人 21,915人 21,591 21,070人 

自家処理人口 200人 －※1 －※1 －※1 62 人 

収 集 量 

し尿 26,300kl 25,451kl 24,570kl 

24,219kl

※2 

20,474kl 

浄化槽等汚泥 7,543kl 7,794kl 7,793kl 

7,213kl 

※2 

7,347kl 

自家処理量 164kl －※1  －※1  －※1 47kl 

    ※1 平成20年度から平成22年度までの自家処理人口及び自家処理量は把握できず。 

    ※2 収集量のうち、平成22年度は４月１日～３月11日まで。 

     （資料：気仙広域連合「一般廃棄物処理基本計画」、環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」） 

 

 

○ 大船渡市は下水道処理人口普及率が低く（平成23年度末で24.7％、県全体では54.6％）、ま

だ相当量のし尿が、し尿処理場で処理されています。 

○ 今後は、大船渡市の公共下水道の処理対象区域の拡大で、し尿の収集量は減少に向かうと見込

まれています。 

○ し尿処理場（気仙広域連合衛生センター）からの公共用水域への負荷量（盛川へ放流）は、化

学的酸素要求量（COD）が 0.14kg/日、全窒素が 0.52kg/日、全燐が 0.011kg/日となっています。

（平成24年度の排水検査結果に排水量をかけて算出） 

 

 

  【課 題】 

○ し尿処理場からの放流水について、その水質を継続して監視するとともに、施設・設備の適正

な保守・管理が必要です。 
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(3) 浄化槽 

  【現 状】 

○ 各年度末の浄化槽による水洗化人口は以下のとおりです。 

 

表１－18 大船渡市のし尿浄化槽による水洗化人口 

年  度 20 21 22(注) 23 24 

 浄化槽による 

水洗化人口 

10,137人 10,039人  10,014人 10,427人 

   (注)平成22年度は東日本大震災の影響により調査不能 

      （資料：大船渡市下水道事業所） 

 

 

○ 平成 24年度末の大船渡市のし尿浄化槽の設置基数は、単独処理浄化槽502基、合併処理浄化槽

5,157 基の計 5,659基となっています。 

○ 設置基数5,659基の建築用途別内訳は、集会所施設関係が53基、住宅施設関係が4,784基、宿

泊施設関係が61基、医療施設関係35基、店舗関係169基、娯楽施設関係27基、自動車車庫関係

19基、学校施設関係68基、事務所関係195基、作業所関係163基、その他85基となっています。 

○ 単独処理浄化槽の製造が中止になっていることから、今後新設される浄化槽はすべて合併処理

浄化槽になっていくものと見込まれています。 

 

 

  【課 題】 

○ 単独処理浄化槽は生活排水処理が行えず、合併処理浄化槽に比べて浄化能力が大幅に劣ること

から、既存の単独処理浄化槽については、早期に合併処理浄化槽への切替えが必要です。 

○ 浄化槽がその能力を十分に果たすためには、適切な維持管理が必要であることから、法定検査

の実施はもちろん、日常の保守点検の励行を一層推進する必要があります。 

 

 

 

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽単独処理浄化槽と合併処理浄化槽単独処理浄化槽と合併処理浄化槽単独処理浄化槽と合併処理浄化槽 

 単独処理浄化槽はし尿のみを処理する浄化槽で、生活雑排水については未処理

のまま放流されることから、公共用水域への汚濁負荷の大きい浄化槽です。 

 一方、合併処理浄化槽は、し尿と併せて台所、風呂、洗濯などの排水を処理す

る浄化槽です。高度処理を行うため、公共用水域への汚濁負荷は少なく（単独処

理浄化槽の場合の1/8と言われています）、下水道計画等のない地域では生活排水

処理に最も適したものといえます。厚生労働省と大船渡市では補助制度を設けて

合併処理浄化槽の普及を図っています。 
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(4) 農業・漁業集落排水施設 

【現 状】 

○ 漁業集落排水区域は、根白・小石浜・蛸ノ浦・砂子浜・千歳の5箇所あり、処理対象人口は、

平成24年度末で1,708人となっています（水洗化人口は1,025 人）。 

○ 各年度末の漁業集落排水施設による水洗化人口は以下のとおりです。 

 

表１－19 漁業集落排水施設による水洗化人口 

年  度 20 21 22(注) 23 24 

漁業集落排水施設

による水洗化人口 

940人 1,036 人  950人 1,025 人 

 

※内数 

蛸ノ浦地区 

(蛸ノ浦～永浜) 

316人   423 人  359人   445 人 

(注)平成 22年度は東日本大震災の影響により調査不能 

（資料：大船渡市下水道事業所） 

 

  【課 題】 

○ 処理区域内においては、集落排水処理施設への接続を速やかに行う必要があります。 

 

 

(5) 生活排水対策の推進 

  【現 状】 

○ 市町村は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第14条５の規定に基づき、公共用水域

の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために、必要な対策の実施に努めることと

されています。 

○ 平成 24年度に大船渡市が実施した生活排水対策の概要は以下のとおりです。 

・河川等の清掃や水生生物調査、水質調査実施団体への支援を実施 

・市広報誌への掲載を通じて生活排水対策の普及啓発を実施（２回） 

・水環境への負荷低減や生活環境の保全を図るための指導員として衛生監視員（34人）を委嘱 

・水洗化改造資金の融資あっせんと利子補給を実施（５件） 

・合併処理浄化槽の普及のため設置者に対して助成（172基） 

・公共用水域の水質測定（大船渡湾10地点、４河川等の15地点、計42回） 

・市内10地域を対象として、各世帯で省エネやごみ減量、水質浄化に関する取組項目に気をつけ

た生活を実践する、エコライフ（環境にやさしい暮らし）推進事業を実施（期間：11月 1日～

12月 10日、対象：1,152 世帯）。 

 

  【課 題】 

○ 家庭における環境にやさしい暮らしの実践と定着に向けて、一層の普及啓発を推進していく必

要があります。 

○ 特にも、公共下水道の処理対象区域以外においては、家庭での取組が重要となってくることか

ら、エコライフ推進事業等や、各地域公民館などでの出前講座を積極的に推進していく必要があ

ります。 
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４ 産業系排水の現状と課題 

【現 状】 

(1) 排水規制対象事業場の排水状況 

○ 排水規制が適用されるのは、水質汚濁防止法（県民の健康で快適な生活を確保するための環境

の保全に関する条例）の対象事業場のうち排水量50㎥/日以上又は排水量50㎥/日未満の有害あ

り（有害物質を排出）の事業場です。大船渡市の水質汚濁防止法等届出事業場は表１－20のとお

りです。 

○ 岩手県では、水質汚濁防止法第22条の規定に基づき、排水規制対象の特定事業場に対して排出

水の採水測定を伴う立入検査を実施しています。 

○ 沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境センターが平成 24 年度に実施した大船渡市内における排

出水の採水測定を伴う立入検査は21件で、このうち排水基準超過は５件ありました。 

  これらの事業場に対する改善指導については、大船渡保健福祉環境センターにおいて実施済み

です。 

 

 

 

 

 

 

 

盛川 
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表１－20 大船渡市の水質汚濁防止法等届出事業場（平成25年 3月 31日現在） 

令別表

号番号 

業   種   等 

排水基準 

適 用 

事業場数 

排水基準 

適 用 外 

事業場数 

計 

1 鉱業  2 2 

1 の 2 畜産関係 1 41 42 

2 畜産食料品製造業 4 4 8 

3 水産食料品製造業 15 16 31 

4 保存食料品製造業  1 1 

5 調味料製造業  7 7 

8 パン・菓子製造業、製あん業  2 2 

10 飲料製造業  2 2 

11 配合飼料  1 1 

16 めん類製造業  3 3 

17 豆腐・煮豆製造業  36 36 

19 紡績業・繊維製品の製造・加工業  1 1 

21 の 3 合板製造業  1 1 

22 木材薬品処理業  1 1 

23 の 2 新聞業、出版業、印刷業、製版業  5 5 

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業 1  1 

54 セメント製品製造業  2 2 

55 生コンクリート製造業  8 8 

59 砕石業 1 2 3 

60 砂利採取業  1 1 

63 金属製品製造業、機械器具製造業  1 1 

65 酸又はアルカリによる表面処理施設  4 4 

66 の 2 旅館業 5 63 68 

66 の 3 共同調理場  1 1 

66 の 4 弁当仕出し屋、弁当製造業  1 1 

66 の 5 飲食店 1 2 3 

67 洗たく業  28 28 

68 写真現像業  5 5 

68 の 2 病院  1 1 

71 自動式車輌洗浄施設  34 34 

71 の 2 科学技術に関する試験研究機関 2 3 5 

71 の 4 産業廃棄物処理施設  1 1 

72 し尿処理場 8  8 

73 下水道終末処理施設 3  3 

74 特定事業場から排出される水の処理施設 1 1 1 

計 42 311 353 

（資料：大船渡保健福祉環境センター） 

 

 

【課 題】 

○ 事業場排水については、一層の汚濁負荷低減対策の推進を図る必要があります。 

○ 排水規制の特定事業場については、今後も継続して立入検査を実施し、排水規制値の遵守及び

水質改善について監視指導を行う必要があります。 
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５ 面源系負荷の現状と課題 

【現 状】 

(1) 面源系負荷の状況 

○ 面源系負荷の状況は、表1-21のとおりです。 

○ 田、畑、牧草地、鷹生川流域(シカ生息地)、山林、市街地については、各々の既往調査のデー

タに地域の実情を加味して負荷原単位を設定し、それに面積を乗じて排出負荷量を算出したもの

です。なお、ここでいう牧草地は、表1-5大船渡市の地目別面積における牧場、原野、雑種地の

合計です。 

○ また、茶屋前地区にある公共埠頭野積場からの負荷原単位は、平成２年度に大船渡市が行った

調査結果を用い、これに日平均降水量を乗じて排出負荷量を算出したものです。 

○ さらに、水産関係については養殖漁場と漁船について算定することとし、養殖漁場については

既往調査の原単位に養殖漁場の面積を乗じて算出、漁船については既往調査の原単位水揚高を乗

じて算出したものです。 

 

 

表１－21 各項目の排出負荷量（㎏/日） 

 

化学的酸素要求量 全窒素 全 燐 

田（水田） 

田（休耕地） 

畑（普通畑） 

畑（樹園地） 

牧草地 

鷹生川流域 

他の山林 

市街地 

23.14 

0.83 

26.82 

9.55 

42.29 

114.51 

459.20 

49.64 

9.90 

2.18 

70.03 

29.89 

110.45 

34.01 

83.26 

6.63 

0.79 

0.02 

0.58 

0.23 

0.92 

1.35 

5.42 

2.29 

公共埠頭野積場 152.42 5.30 0.16 

養殖漁場 

漁船（サンマ） 

漁船（サケ･マス） 

89.84 

12.28 

20.02 

14.26 

6.86 

20.02 

1.42 

0.75 

0.60 

合      計 1,000.53 392.80 14.55 

（資料：H10.3岩手県発行の大船渡湾高度処理基本計画策定業務中間報告書） 
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(2) 底質の状況 

 

〔組成〕 

○ 大船渡湾の各地点の底質の測定結果は表１－22のとおりです。 

○ 大船渡湾の底質は、シルト分（砂より小さく粘土より粗い砕屑物）以下の微細な粒子からなり、

強熱減量を見ると、有機物を多く含む底質であると考えられます。 

 

表１－22 大船渡湾の底質の測定結果 

 

ST-1 

(湾奥側) 

ST-3 

(湾央) 

ST-5 

(湾口側) 

強熱減量 (％) 12.3 12.7 15.0 

全窒素 (mg/g) 2.0 2.8 3.5 

全燐 (mg/g) 0.61 0.69 0.58 

粒

度

組

成 

礫分 2mm以上 (％) 0.0 5.2 0.0 

粗砂分 2～0.85mm (％) 0.1 5.7 0.0 

中砂分 0.85～0.25mm (％) 0.9 6.2 0.5 

細砂分 0.25～0.075mm (％) 13.2 11.3 2.5 

シルト分 0.075～0.005mm (％) 74.5 61.4 84.0 

粘土分 0.005mm未満 (％) 11.3 10.2 13.0 

油分（重量分） (mg/kg) 180 170 200 

油分（IR法） (mg/kg) 280 360 410 

（資料：平成23年度環境関連調査業務報告書） 

 

【課 題】 

○ 田畑や牧草地からの排出負荷については、肥料の適正量使用を図り、排出量の低減を推進する

必要があります。 

○ 公共埠頭野積場からの排出負荷については、汚濁物質の流出防止を図る必要があります。 

○ 東日本大震災の発生により、底泥を含め湾内の水環境が一変したことから、適当な時期を見計

らい底質や水質の調査を行うなどして、変化を注意深く見守る必要があります。 
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田・畑・牧草地 

山林・農薬・市街地 

生活雑排水・合成洗剤 

下水道・合併処理浄化槽等 

 

大船渡湾域の水環境負荷の概念図大船渡湾域の水環境負荷の概念図大船渡湾域の水環境負荷の概念図大船渡湾域の水環境負荷の概念図    

 

 

 

 

雨水・雪 

  

面源系負荷 

 

油流出事故 

 

生活系負荷 

 

大雨時の湾内へ流入するカヤ、流木等のごみ 

 

事業系負荷 

 

面源系負荷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面源系負荷 

 

 

 

 

食料品製造業等処理水 

 

養殖海産物の排泄物・野積場 

漁船（サンマ、サケ）・貯木場 

河

川

・

下

水

路

・

側

溝

等 

雨水・雪 

地下水 

（底泥等の堆積物） 

外

洋 

〈大船渡湾〉 

（環境基準未達成） 

生物濃縮（有害化学物質） 

底泥の溶出 

油流出事故 

外洋との海水交換率が低く、 

閉鎖性が強い 

 

閉鎖性指数、県内の他湾の約 10倍 

↑↑↑↑    ↑↑↑↑    ↑↑↑↑    ↑↑↑↑    


